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平成27年５月橋本市議会臨時会会議録（第２号）その２ 

平成27年５月15日（金） 

                                          

                                         

（午前９時30分 開議） 

○議長（中本正人君）おはようございます。

ただ今の出席議員数は20人で、全員でありま

す。 

                     

○議長（中本正人君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 ５月14日に開催されました各常任委員会及

び議会運営委員会における正副委員長の互選

の結果、総務委員会委員長に田中博晃君、副

委員長に小林弘君。 

 経済建設委員会委員長に井上勝彦君、副委

員長に樽井豪男君。 

 文教厚生委員会委員長に堀内和久君、副委

員長に今城敏仁君。 

 議会運営委員会委員長に岡弘悟君、副委員

長に楠本知子君がそれぞれ選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中本正人君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において８番 阪本君、13

番 樽井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成26年度橋本市一般会計補

正予算（第11号）） から、日程第９ 選第

１号 橋本市監査委員の選任について ま

での８件 

○議長（中本正人君）日程第２ 承認第１号

専決処分事項の承認について（平成26年度橋

本市一般会計補正予算（第11号）） から、日

程第９ 選第１号 橋本市監査委員の選任に

ついて までの８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。

議員の皆さまには、ご多用の中、ご出席を賜

り厚く御礼を申し上げます。 

 昨日、新しい議長に中本正人議員、副議長

に土井裕美子議員が選任されました。また、

各委員会委員の選任も行われ、各委員長が決

まりました。新しい体制がスタートするわけ

ですが、これからも円滑な議会運営、あるい

は市政各般にわたってのお力添えをいただき

ますようお願いを申し上げます。 

 それでは、提案させていただきました各議

案についてご説明申し上げます。 

 本議会には、専決処分事項の承認案件７件、

選１件、合計８件の案件を提案させていただ

きました。 

 まず、承認第１号は、平成26年度橋本市一

般会計補正予算（第11号）についてでござい

ます。 

 歳入では、３月市議会定例会以降に確定し

た市税、地方譲与税、利子割交付金などの各

交付金や地方交付税、国庫支出金、財政調整

基金繰入金に加え、歳出の減額補正に伴う市

債の減額など、各歳入科目の増減額をそれぞ

れ補正いたしました。 

 次に、歳出でございますが、民生費のこど

も園整備に要する経費において、橋本こども

園工事請負業者の建築資材調達の遅れによる
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工事の遅延により、工事の完成が見込めない

ことから契約解除を行ったことにより、工事

請負費１億3,674万円を減額補正いたしまし

た。 

 また、教育費の（仮称）山田地区公民館建

設に要する経費においても同様の理由により

契約解除を行ったことから、工事請負費3,131

万6,000円を減額補正いたしました。 

 なお、繰越明許費補正については、事業の

進捗状況により追加の必要が生じ、さらに地

方債補正では、歳出の減額補正によりその財

源となる市債の発行を減額補正したものでご

ざいます。 

 続きまして、承認第２号は、平成27年度橋

本市一般会計補正予算（第１号）についてで

ございます。 

 歳出では、民生費のこども園整備に要する

経費において、橋本こども園新築工事未完成

部分の工事請負費として３億3,000万円を補

正いたしました。 

 次に、教育費では、教育振興に要する経費

において、外部専門機関と連携して教職員の

英語指導能力を向上させるため、講師謝金な

どの経費として68万7,000円を補正いたしま

した。なお、この経費については全額国庫委

託金事業となっております。また、（仮称）山

田地区公民館建設に要する経費では、工事未

完成部分の工事請負費として9,200万円を補

正いたしました。さらに、保健体育総務に要

する経費では、本市出身で、ベルリンオリン

ピックで金メダルを獲得した前畑秀子さんの

功績や精神を未来につないでいくため、ＮＨ

Ｋの朝の連続ドラマ誘致に向けた取り組みを

進めるための経費として、委託料500万円を補

正いたしました。 

 地方債補正では、こども園及び公民館整備

の財源として市債を発行いたしたく追加及び

変更を行ったものでございます。 

 次に、承認第３号の橋本市税条例等の一部

を改正する条例及び承認第４号の橋本市都市

計画税条例の一部を改正する条例につきまし

ては、いずれも地方税法等の一部を改正する

法律が平成27年４月１日から施行されること

に伴い、所要の改正を行ったものでございま

す。 

 承認第５号の橋本市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例につきましても、地方税

法施行令が改正され、平成27年４月１日から

施行されることに伴い、所要の改正を行った

ものでございます。 

 承認第６号の橋本市国民健康保険条例の一

部を改正する条例につきましては、国民健康

保険法が改正され、平成27年４月１日から施

行されることに伴い、所要の改正を行ったも

のでございます。 

 承認第７号の橋本市半島振興対策実施地域

における固定資産税の特別措置に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、半島

振興法の一部を改正する法律が平成27年４月

１日から施行されたことに伴い、所要の改正

を行ったものでございます。 

 ただ今ご説明申し上げました承認第１号は

平成27年３月31日に、承認第２号は平成27年

４月15日に、承認第３号から承認第７号まで

は平成27年３月31日に、いずれも急施を要し

たため、地方自治法第179条第１項の規定に基

づき、それぞれ専決処分をしたもので、同条

第３項の規定により議会の承認を求めるもの

でございます。 

 選第１号は、橋本市監査委員として石橋英

和氏を選任いたしたく、議会の同意を求める

ものでございます。 

 以上、承認７件、選１件、計８件について

ご説明申し上げました。議員各位には、よろ

しくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い

を申し上げます。 
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○議長（中本正人君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、承認第１号について質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）減額補正なんですけど

も、実質的に見て、工事の進捗状況というの

は全体の約何割ぐらいになっているか。それ

と、支払った額が、全体の当初予算の何割支

払っているかと、この点について。それと、

損害額、どれぐらいの損害になるかというか

見通し、今でわかる見通しで結構でございま

すので、それを説明してください。 

 それと、こういう事態に陥った責任、誰が

どういう形でとられるのかということを説明

願います。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）まず最初に、おた

だしのありました進捗について、ご説明いた

します。 

 まず、橋本こども園でございますけれども、

本体工事が約34.1％の進捗でございます。機

械につきましては約16％、電気工事につきま

しては約70％、外構につきましては約10％の

進捗でございます。 

 応其こども園につきましては、本体、機械、

電気ともに100％の進捗でございまして、外構

工事が現在、約65％の進捗でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）次に、予算関

係からご報告いたします。 

 私のほうからは、こども園整備に要する経

費の工事請負費の関係でございます。 

 この予算につきましては、こども園新築工

事請負費として、当初予算といたしまして11

億2,311万4,000円でございました。そのうち、

橋本こども園整備に係る26年度執行済み額は

２億3,071万円でございます。応其こども園整

備に係る26年度執行済み額は５億961万8,000

円、計として７億4,082万8,000円となります。 

 そのほか、橋本こども園電気設備工事、機

械設備工事、外構工事、及び応其こども園外

構工事に係る繰越額として２億4,604万6,000

円を予定してございます。 

 この差し引きといたしまして、今回の執行

済み額と繰越予定額を引いた１億3,674万円

を減額補正として計上したところでございま

す。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えをします。 

 責任の所在ということでありますが、３月

議会にも説明、お話をさせていただきました

ように、しかるべき時期に処分をしたいとい

うふうに考えております。ただ、職員に関し

ましては正規のルールに従い、そして、業者

の場合、議会の議決もいただいております。

処分を受けるとしたら私かなというふうに思

っておりますので、また、しかるべき時期に、

今は一刻も早い完成をめざしてやっていきた

いと思っておりますので、ご了解をお願いし

たいと思います。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）損害額についてですね。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）これにつきま

しては、橋本こども園の新築工事がまだ残っ

ております。あるいは、応其の外構工事が残

ってございます。まだ入札、契約が済んでお

りませんので、はっきりした数字というのは

まだ申し上げられませんが、現時点で、これ

は予算じゃなくて執行済み予想額ベースで、

橋本こども園新築工事関係で約9,000万円程
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度の増となるだろうと。応其こども園につき

ましては、3,380万円程度。それと、そのほか

の経費としまして300万円程度。これにつきま

しては、防犯用のカメラ設置手数料等々を含

んで300万円。合計しますと、１億2,680万円

程度。 

 これに対しまして、工事の履行保証関係で、

保険会社に請求していく予定の金額が、応其

で252万720円。それと、橋本こども園で3,224

万5,236円を現時点、予定しておりまして、こ

れを足しますと3,476万5,956円。これが保険

請求して、私ども橋本市に入ってくるという

ことで、差し引きすれば、この工事に係る部

分で9,200万円弱というぐらいに現時点では

想定しております。あくまでも、まだ確定は

しておりませんので、推定ということでござ

います。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）こういう事態を引き起

こした原因はどういうところにあるとお考え

か。それから、どういうふうに改善していこ

うというお考えか。もう一つは、いつ開園し

ていくかと、この見通しをお願いします。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）３月議会においても

同様の質問をいただいた中で、ご答弁もさせ

ていただいたわけでございますけども、一義

的には、これは業者の責任ということであろ

うというふうに思っております。経営上の問

題点がかなりございますので、その中でこう

いう事態が起こってきたというふうに考えて

おりますので、そういうことであろうと思っ

ておりますが、業者選定の過程における問題

点もご指摘もいただいておりますので、その

点に関しましては、改善できるところは改善

をいたしたいというふうに考えております。 

 ただし、入札制度というのは、過去からの

積み上げでいろんな問題点も起こってきてお

りますので、それを改善した結果の現在の入

札制度という点もございますので、それから、

市内業者にできるだけ仕事をしていただくと

いう大原則もございますので、その辺も含め

まして、できることについては、入札制度の

点も改善を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

 それから、もちろん、施工体制の面でござ

いますが、これについては市が監督をしなが

ら施工を進めていくわけでございまして、そ

こは、この事業についても、もちろん、そう

いうことをやりながらここまで来たわけでご

ざいますけども、なかなか業者に対する指導

をしたにもかかわらず、それについて応えて

いただけなかった結果、こういう事態を招い

たということもございますが、そこらあたり

につきましては、より適切な指導が行われる

ようなことも今後考えていきたいというふう

に考えております。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）答弁もれ、指摘してく

ださい。 

（「いつ開園の見通しか」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）いつ開園の見通しか。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）現時点、橋本

こども園の新築工事につきましては、入札事

務手続き中でございます。まだ確定しており

ませんが、私どもとしては、できるだけ早い

開園に取り組んでいきたい、関連部署と連携

して、できるだけ早い時期の開園に取り組ん

でいきたいと考えております。工事としては、

年内ぐらいには完成できるというふうに考え

てございます。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 ９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）先ほどの件なんですけ

ど、新聞の記事でちょっと読ませていただい
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たんですが、入札会社が、橋本市が高級な資

材を要求したために、そういったことにお応

えできなかったので対応できなかったという

ような記事を読ませていただいたんですけれ

ども、市民の方から見ましたらそうやったん

かなというふうなことになるので、その辺に

ついて本当にそうだったのか、そうではなか

ったのか、お教えいただきたいと思います。

市側のコメントについては何も掲載されてお

りませんでしたので、お伺いさせていただい

ておきます。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）工事の資材につい

てでございますけれども、標準的な資材等を

採用しておりまして、特に高価なというか、

そういった資材を使ったという事実はござい

ません。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）橋本こども園だけで結

構ですけども、これの恐らく請負率が掛かっ

た分の減額ということと思いますけども、再

度認識したいんですけども、この請負費に掛

かっておる設計額と、それと、請負率の掛か

った契約額を再度ちょっと認識したいと思い

ますので、お答え願えますか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）申しわけございま

せん。ちょっとご質問の内容がわかりかねる

んですけども、もう一度お願いできますでし

ょうか。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）まず、橋本こども園、

請負がいくらということで、八十何％と思う

んですけども、それに対しての設計額ってあ

るんですよ。その設計額が今、公表していま

すので、その設計額から請負率が掛かってき

ますので、設計額がいくらと、それと、請負

額がいくらということで、教えていただけま

すかということです。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）橋本こども園でま

いりますと、設計金額が３億8,849万7,600円、

契約金額が３億 2,245万 2,360円で、請負率

が83％ということでございました。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）これは、機械設備とか

全て除いた本体だけという解釈でよろしいん

ですね。 

（「本体のみでございます」と呼ぶ者あり） 

○13番（樽井豪男君）本体34.1％という出来

高があるんですけども、それと３億2,000万円

の減額から請負率を掛けた分とですれば、わ

りと、１億3,600万円というのは、計算式上、

合うとるんかなとは思うんですけども、どん

なものですか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）今回の減額でござ

いますけれども、当初予算のところには、橋

本こども園、それから、応其こども園が入っ

てございます。その中には、関連工事、電気、

機械、外構等も入ってございます。そういっ

た部分での繰越額等も全て含みまして減額を

しておりますので、この減額については、橋

本こども園本体だけの減額ということではな

くて、関連工事全体を含みます予算からの減

額額ということになってございます。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）先ほどの資材のお話な

んですが、高価なものではなかったというこ

とでしたので、ただ、こういう資材を使いな

さいということを指定しておって、その資材

が調達できなかったので間に合わなかったと

いうことではないのかなと思うんです。例え

ば、同等品を使えなかったのではなかったの
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かというふうに思うんですが、その辺いかが

でしょうか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）仕様につきまして

は、もちろん設計書の中のところでうたって

ございます。今回につきましては、非常に発

注当初から、かなりタイトな工期の中のとこ

ろで進めなければならないということで、一

応、仕様の変更等につきましては、業者のほ

うから早期に上げていただいて、仕様が変更

ということになりますと、建築確認申請の再

度の申請というふうな手続きも入ってまいり

ますので、非常に工期のときに多く影響する

ということもございまして、業者と当初から

打ち合わせをしたわけでございますけども、

そのあたり、手続きの中のところ、十分な資

料が出てこなかったということもございまし

て、新聞の記事のようなことがあったと思い

ますけれども、仕様については適正であった

というふうに考えておりますし、また、同じ

ように、同等のこども園のほうでも、同じ仕

様の中のところで、十分工期に余裕を持った

形で完了しておりますので、そういったとこ

ろについては問題なかったというふうに考え

ております。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ちょっとお聞きしたい

んですけど、先ほどからの質問で、13番議員

の質問からの続きみたいになっちゃうんです

けど、進捗率が本体工事だけで三十数％進ん

でいるということで、減額が１億3,600万何が

しとなっとるんですけども、進捗率、単純計

算はできへんのですけど、単純に計算したら、

請負額が３億2,000万円の進捗率と、今後やっ

ていかなあかん工事のパーセンテージを掛け

たら、もう少し減額が大きくならないといけ

ないんじゃないんですかね。 

 それとも、残りの、例えば、67％、68％、

本体工事だけでかかる金額を進めていくのに、

安くできるということなんですか。それとも、

最初に請負業者がやっている部分というのが

非常にお金のかかる部分で、残りは非常にお

金のかからない部分が残っていたという考え

方なのか、その辺はどういう考え方をすれば

いいのか、お教えください。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）先ほど、建設

部長が説明した内容でございますけども、工

事請負費、当初の予算といたしましては、橋

本こども園、応其こども園の予算が入ってお

る。それぞれの園につきましては、新築工事、

機械工事、電気工事、外構工事と分かれてい

るということになっております。まだ、完了

していない分、橋本では電気、機械、外構、

応其では外構がまだ残っております。これら

の必要部分を繰り越ししております。 

 その他、通常、繰り越しを算定するときに、

工事と申しますのは、不測の事態も実際出て

くる等々で、ある程度のそういう予算も見込

んで繰り越しをしております。したがいまし

て、タイトに積算すれば、もう少し減額でき

たかもしれませんが、そこらあたりも含んで

いるということで、ご理解をよろしくお願い

いたします。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）そういうことを聞いて

いるのではなくて、タイトに計算すれば減額

できたというような話ではなくて、減額はも

うちょっと大きくならないといけないんじゃ

ないですかという話をしているんです。だか

ら、進捗率と残りと請負額とを単純に計算し

た場合、１億3,000万円というわけではなくて、

１億8,000万円以上が減額になってこなくち

ゃいけないんじゃないかなと、単純に計算し

たらそうやと思うんですけども、実際、内容
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としては、最初に金額の張る部分を先にやっ

て、金額の張らない部分が残っているからこ

ういう減額になったんやというのならば説明

はつくんですけども、進捗率だけで考えてみ

ると、この減額は少し安過ぎるんじゃないん

ですかという話をしているんです。 

 ただ、減額するのが大きいからええんか、

小さいからええんかという話になっちゃうん

ですけども、ただ、やっぱり聞きたいのは、

僕、後からまた聞こうと思っているんですけ

ど、減額している部分と次に出てくる部分の

金額の差異というのがあまりにも大きかった

らおかしいじゃないですか。ということは、

やはり次に出てくる金額と減額というのは、

やはりある程度整合性がとれないと、なぜそ

れだけの差異が出てくるのかという疑問がや

っぱり出てくるので、そういう部分で、ほん

まは次聞きたかったんですけど、今、ここで

聞けるのは、減額が何でこの金額なんやとし

か聞けないので、なぜこの金額がこんなに安

いんかなというのをまず聞いておかな、次の

質問できなかったので聞いたんですけど。こ

れ、ちょっと僕、安過ぎると思うんですけど

ね。それについての理由をお聞きしたいんで

すけども。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）冒頭繰り返し

になりますけれども、予算が、幾つかの工事

がまず想定されていまして、まだ残っている

分がある。残っている分について、増工等の

不測の事態も兼ねて、ある程度見込んだ予算

で繰り越しをしておる。それで、これだけ残

ってくるだろうという額を落としていると、

減額補正していると、こういう経過でござい

ます。 

 次に、ご指摘の橋本こども園の新築工事だ

けについて申しますと、予算ベース、お金の

執行状況からいきますと、契約額が３億2,245

万2,360円でございました。支払い済み額が、

１億3,156万6,000円でございます。契約上の

未払い額部分、これが１億9,088万6,360円で

ございます。ただし、この中には、先ほどち

ょっと触れました前払い金の過払い部分がご

ざいます。この部分につきましては、金額的

に申しますと、橋本こども園で2,159万6,080

円分ございました。これが実際の支払い済み

額から保険請求して戻ってくる金額というこ

とになろうかと思います。 

 ご理解いただけましたか。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第１号については、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成26年度橋本市一般会計補正

予算（第11号）） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 
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 次に、承認第２号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）さっきの話で、工事請

負費が３億3,000万円になっているんやけど

も、これは最初の設計金額をもう丸々出して

やっているんかな。何でこの金額がこんなに

大きくなっちゃうんかなというのがちょっと

わからないので教えていただきたいのと、あ

と、９ページの15節の工事請負費の15番、工

事請負費、こども園新築工事の３億3,000万円

と、９ページでもう一個、15節、工事請負費、

下の3242の9,200万円。これ、減額補正との差

がかなり大きんやけども、これは減額された

分がそのまま工事請負費の全てやとは思えな

いので、理屈はわかるんですけども、この金

額というのはどこから出てきているのかをま

ず教えていただけますか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）まず、設計金額３

億3,000万円のことについてご説明をいたし

ます。もともとの橋本こども園契約額が約３

億2,200万円ということなんですけども、これ

の精算額というのが約１億1,000万円程度ご

ざいます。この残りというのが、現状、請負

ベースで残っている金額ということになりま

す。これは請負ベースでございますので、当

時の請負率がだいたい83％で、割り戻します

と、約２億5,600万円ぐらいというのが設計金

額ということになります。 

 今回、その金額に、今回の解除によりまし

て、非常に時間的に経過しているということ

もございますので、各種部分での補修工事と

いいますか、そういったもの、あるいは、経

年によります単価のアップ、それから、労務

費のアップ、また、諸経費の変更等がござい

まして、その分が約３割程度増加したという

ことがございまして、最終的に３億3,000万円

ということで、設計ベースで計上をさせてい

ただきました。 

  （「答弁もれ。山田地区公民館、同じ 

   理由ですか」） 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）山田公民館の予算

につきましても、同等の考え方で、設計ベー

スで計上をさせていただきました。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

丁寧な説明をいただいたので理解はしたんで

すけども、理解はするけど、納得できへんで

すよね。例えば、損害額が上がって、また、

差額で言うたら8,000万円近くですか、差額が

出てくるんですけども、これに対しては基本

的に税金ですよね。業者に請求されるんです

か、この差額というのは。もちろん、しない

とおかしいですよね。 

 でも、正直な話、業者というのは、僕も商

売しているのでわかるんですけども、最終的

に払えなかったら倒産されますよね。倒産さ

れたら取れないですよね。それはまた税金で

賄わなければ、法律上、仕方ないんですけど

も。ただ、こういった事態が起きて、これだ

けの差額が出てきて、そしてまた、市民の税

金を投入していくというのは、法律上は仕方

がないんかもしれませんけども、ただ、もう

一点気になるのは、以前の業者がまだ払って

おられない業者もたくさんいらっしゃいます

よね、下請けの業者もね。その中の損害額で

言うたら、こんな金額で済まないでしょう。

そこまでの話も全部含めて考えておられるの

かなと思うんです。 

 先ほどから、１番議員もちょっとお話が出

ていたので、僕も同じことを思ったんですけ

ど、これから業者の選定にあたって進めてい

くのであれば、やはり確固たる支払いをきち

んとしていける能力があるかというのも調べ
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ていかなければいけないと思うし、それを調

べるのが難しいというのであれば、最初に渡

す金額に対しても何らかの条件をつけていか

なければいけない時代も来るかもしれません

し、やはりその辺は、入札制度のやり方とい

うのは先ほどからいい答弁をいただいている

ので、じっくり考えていただいたらいいと思

うんですけども。 

 ただ、これ以上言っても仕方がないので、

あまり言いませんけども、これだけの損害を

市税で、市民の税金で払っていくというのは、

やはり、私たち議員の立場からしたら非常に

納得はできないです。ただ、法律上そうなっ

ていくのは、淡々と進めていくというのは理

解はできます、それは。自分もこういう経験

がありますので、それはもう法律上のっとっ

ていかなければ仕方がないのはわかるんです

けども、やはり、結局、最終的には、前、建

設部長、前回の議会やったかな。設計単価を

超えないような形で入札は行っていきますと

いうのであれば、本当は２億5,600万円の中で

入札せなあかんのですよ。 

 実際は、そういう意味ではなくて、前の設

計単価の中で３億3,000万円でやっていると

いうだけのことで、実際、差額で見たら8,000

万円は多くかかっているということになって

しまうじゃないですか。今のところわかりま

せんよ、入札が終わってないのでね。実際、

入札したら２億5,600万円かもしれませんの

で、それは言えないことなんですけども。だ

から、その辺も踏まえて、やはり今後、考え

てほしい、きっちりと。 

 もう一個覚えておいてほしいのは、市の損

害はこんだけやけども、前回の業者が払って

いない、下請けの業者の金額も考えたら、こ

んな金額ではないということもきっちり覚え

ておいてほしい。それだけ市というのは、入

札に対しては責任を持っていかなあかんし、

民民の話やから、そこまでの話はわかりませ

んよというのはもちろん、そのとおりなんで

すけども、やはり市で選ぶ業者というのは確

固たる信頼があるから民民の業者も契約する

わけであって、その辺はやはり、市の責任と

してきっちりとした業者を選定していくとい

うのは大事やと思いますので、これ要望にし

ておきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）一点だけ確認したいん

ですけども、この３億3,000万円の中に、恐ら

く、橋本こども園にしては、機械、電気、外

構、皆別々の業者と思うんですけども、それ

は工期変更で行かれるのか、再度入札という

のはあり得へんと思うんですけども、多分、

資材も買うて、いろんなものがありますので、

それのことについて、山田も含めた中で、本

体工事以外の業者の取り扱いというのはどの

ようになるのか。また、それに対して、今回、

恐らく増額にはならんと思うんですけども、

工期の変更という形のものにはなろうかと思

うんですけども、そのお考えをお示し願いた

いと思います。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）関連します機械、

電気、それから外構工事につきましては、工

期を延長させていただいております。現状と

しては、まだ発注できておりませんで、一時

中止を打たせていただいているというところ

でございます。 

 また、工事の内容につきまして、今後、不

測の事態等も考えられますので、それについ

ては、必要な分については変更等で計上して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）ほかに。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）全体を見ていたら、市
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当局は業者に非常に甘いと、なめられている

と。こういう反省、やっぱりあるんですか、

ないんですか。その辺、一点だけ伺います。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）業者に甘いというの

が何をもって甘いというご指摘なのか、ちょ

っと理解ができないところもあるんですけど

も、３月議会でもご答弁をさせていただいた

とおり、契約が成立いたしますと、それぞれ

に信義をもって、それを履行していくという

責任がございますので、その意味で信義を裏

切られたということについては非常に腹立た

しくも思っております。 

 ただ、施工過程で監督をしてきたことにつ

いては、きちっと工程にのっとって、いろん

な協議をし、指導もしてまいっておりますの

で、その点について、もちろん対応していた

だけなかったことについては非常に遺憾に思

っておりますし、それについては、今後、先

ほどから出ております賠償等についても法的

措置をとっていきたいというふうに考えてお

りますので、特に施工監理の過程で、何か甘

い形でやった等ということは考えておりませ

ん。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）一言聞いたらよかった

んですけども、例えば、１月の15日かな、私

が文教委員会で報告を受けたときに、もう

明々白々に、これは期日に引き渡すというの

は不可能やと、誰から見てもそうやと。だか

ら、なぜ解除しないかと言うたら、市長は、

１日100人体制でやる可能性もある、そしたら

できる可能性もあるというような考えられん

話をされたんでね。それ、おかしいんだと。

建設というのは普通、物を運ぶのと違って、

一つの過程が終わったら、その上に積み重ね

ていく、また積み重ねていく。何段階もやり

ながらやっていくので、100人おったって仕事

がないんでね。それで、そういう体制を組ん

だらいける可能性があるから、まだ解除しな

いとか、そういう非常識なことを平然と言わ

れている。監理、甘くないんですか。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）市長が申し上げたの

は可能性があるということで申し上げた。ち

ょっと例がそういう形で申し上げましたが、

不可能ではないという意味で申し上げたとい

うふうに考えております。 

 それから、どの時点で契約解除をするかと

いうことにつきましては、それぞれ実際、契

約解除した時点、それから、議員ご指摘の時

点、もっとさかのぼっても、市当局のほうで

もいろいろ内部協議、それから、顧問弁護士

のご意見等もいただきながら協議を重ねてき

たところでございますけども、解除すること

による市に対してのメリット、デメリットで

ございますが、これがございますので、その

時点で、早期に解除することによるメリット

もございますが、逆に、現場の引き渡し等で

混乱するというようなデメリットもございま

したので、そこも含めまして、それから、工

期内に完成するかどうか、その辺の見きわめ

も含めまして、最終的に、一番妥当と思われ

る時点で契約解除を行ったというふうに考え

ております。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）１番議員と似たよった

質問なんですけども、やはり業者によって、

現場の職員が非常に苦労する。もう多分、私

もよく経験あるんですけども、この業者をと

ったら、大変やろうなというのは痛感すると

きがあります。そんなときに、やっぱりもっ

と現場の声を聞いて、今回、理事として、技

術系の理事が来ておりますので、やはりもっ

と相談に乗って、もうペナルティーをその時
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点で与えるような形の中で、もっと現場の声

を聞いて、上層部がそれに対して適材に、相

手の業者を呼ぶなりとかして、やっぱりする

必要があると思います。最終的には点数で下

げて、次の１回指名停止という形もあるんで

すけども、やはり、もっと現場担当の声を聞

き入れて、何かないかとか、それはもう十分

すれば、ある程度、もう現場担当も非常に助

かると思いますので、そこらあたりよろしく

お願いいたします。理事、どうでございます

か。 

○議長（中本正人君）理事。 

○理事（久保 進君）今、ご指摘いただいた

とおり、現場の声というのは非常に大事にな

ってくると思います。私も、以前の職場にお

いて、同じことをやっております。同じこと

というか、進捗が上がらずに契約の解除をし

たという経緯もございます。こちらとも、そ

のときには、調整しながらというか、だいた

い、どういうようにやっていくのが適切か、

いつごろやっていくのが適切かと、そのよう

なことを協議しながらやったわけでございま

す。確かに、今度のこども園につきましては、

４月というような話もありまして、それに対

して非常に遅れてきたというような工程上の

話。これにつきましては、今後、私も十分、

声を聞かせていただいて対応していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）ちょっと補足でござ

いますが、今回の件につきましても、もちろ

ん、これは市にとって重大な事態でございま

したので、現場も含めまして、契約担当、そ

れから、こども園の担当ということで、何回

も頻繁に、節目節目で協議をさせていただい

たところでございまして、それから、もちろ

ん、業者指導につきましても、工程の遅れに

伴いますペナルティー等も随時課していった

ところでございますので、その辺は今後もそ

ういう形で、連携を緊密にしながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）私が、前議会のときに、

入札制度についていろいろ意見を出させてい

ただいて、ご答弁もいただいてあるので、再

度確認ということで再度質問をさせていただ

いておきますが、橋本こども園、それから、

応其こども園、いろいろ問題がありまして、

その中で、応其こども園開園時についても、

非常に地元で対応するにつけて、もちろん、

楠本議員も真っ先に地元でおりますので、私

も地元ですねけども、何十人、何百人という、

やっぱりお子さんの安全安心、これがもう非

常に厳しくて、議会も当局も何をしてんだと

いうことで、毎日のように責められて対応し、

こども課ももちろんそうだけども、整備室も

もちろんそうやけども、我々も同じ責任をや

っぱり持たざるを得ないというところまで、

かなり厳しい意見が出されました。 

 そんな中で、今、この予算については、一

日も早く子どもたちが安心して学べる園舎を、

やっぱり一日も早くつくっていかんなんとい

うことは誰しも思っています。思っているけ

れども、前、私が意見を述べさせてもうたと

おりの二点だけ、ちょっとお聞きしときます

が、一点については、今度新しくやりかえる

ことについては、きちんとした特別な施設と

して入札する、指名競争入札、そういったも

のもちゃんと取り入れていくということで、

それなら、市当局も選べていくので。それが

一つ、そういう方向でやっていくということ

になっておるんかどうかということが一点と、

それから、もう一点は、要するに、設計金額

そのものも、せめて県並みにしなさいという

ことで私が言ったと思うんですが、請負をす
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るのに、安ければいいわということでは、安

かったらやっぱり、また、まともなものがで

きやん。そこのところはやっぱり、ある程度

反省もして、設計金額もせめて県並みに上げ

なさいということで私は言ったつもりなんで

すけども、そういったことも含めて反省の中

で今度、この保育園を建設するにあたって、

そういうこともちゃんと取り入れてやるんか

どうかということ、この二点だけちょっとお

聞きしときます。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）まず、業者選定の件

でございますが、通常でありますと、指名競

争入札というのは例外措置でございますので、

一般競争入札等で実施をしていくところでご

ざいますが、今回の件につきましては非常事

態と申しますか、特殊事情がございますので、

早期の完成をめざして、また、ある程度信頼

の置ける業者と申しますか、そういう形で指

名をさせていただいて、入札を執行したいと

いうふうに考えております。 

 それから、後半の設計金額のことでござい

ますが、これに関しましては、別に橋本市が

特殊な単価を使って設計しておるわけではご

ざいませんので、従来から適正な設計はして

おるというふうに考えておりますけども、そ

の最低制限価格のところが若干県よりは低い

ということがございます。そこらあたりにつ

いては、ただし、これは上げますと、当然の

ことながら、落札率は上がってまいります。

費用がかさむということになりますので、そ

こらも勘案をいたしまして、ちょっと県並み

というところまでは、なかなか市もできない

かというふうに考えておりますが、従来より

は若干上げた形で、新年度の６月実施分から

だったと思いますが、新体制のほうは、そう

いう改善策はとっていきたいというふうに考

えております。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）そういうことで、徐々

ではありますけれども、県と同じように合わ

せていただきたいとは言っていませんねけど

も、私の言いたいのは、市長が一番、今年か

ら地方創生というものに対してかなりお力を

入れていくということの中の一環として、要

するに、地元業者にもうけてもらおうという

ことないけども、もうけていただいて、そし

て、それが、ひいては雇用につながると。 

 今、非常に橋本市も給料が安いと言うて、

皆よそへ逃げていくんです。皆さんもご存じ

やと思いますけど。そういうことも含めて、

やはり、橋本市が税金をどのように使ったら

ええかというのはあるんだけども、やはり地

元業者に、やはり電気屋にしてでも、水道屋

にしてでも、安かったら、やっぱりそれだけ

儲からんから、従業員にそれだけ手当が少な

くなると。そういうことで、かなりそういう

意見も多いわけでありまして、そういうこと

も含めて、地方創生という大きな意味の中で、

やはり、ちゃんとした政策的な転換をここで

やるべきやと、私はこういうふうに思うんで

す。 

 田舎なら田舎なればこそ、やはり、百姓も

しながら、土木に携わっている方もおるわけ

なんですよ。そういうことも含めて、給料を

アップしていただくためには、やっぱりそれ

だけの請負金額もちょっと上げんことには、

なかなか給料まで行かんということも含めて、

そういう政策的な転換も含めて、これから公

共事業についてもやっていただきたいという

ことを、再度市長に聞いときます。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）井上議員の質問にお答

えをします。 

 まず、こども園、山田地区公民館の遅延に
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つきましては、本当に市民の皆さん、あるい

は指定管理者の皆さんには、本当に心からお

わびを申し上げたいと思っています。 

 先ほど、井上議員の質問にお答えするわけ

なんですけども、現在、入札制度の見直しを

かけておりまして、新年度から動かせない部

分もあります。その中で、６月議会のほうで、

総務委員会のほうで、新入札制度について説

明をさせていただくというふうに現在、考え

ておりまして、今現在、内部で最終調整をし

ているところです。 

 一番難しいのが、請負業者の経営状況をい

かにわかるかということで、帝国データバン

クのようなところと契約をして、その経営状

況というのを調べていこうというふうな、経

営状況をどうやって調べていこうかというこ

とも視野に入れておりますし、先ほど、副市

長が申しましたように、最低制限価格も上げ

ていきたい。また、前払い金も上げていきた

い。業者の資金繰りも十分にできるような形

を進めていこうというふうな、いろんな今、

見直しをかけているところでありますので、

ちょっとこの場でどうするというのは申しま

せんけども、６月にはきちっと入札制度の改

革という部分で説明をしていきたいと思って

います。 

 市内業者育成については、私も大変重要な

ことかなというふうに思っております。本来

で行きますと、一括発注したほうがこういう

問題も起こりませんし、若干、工期が迫って

いるものに関しては、そういう形も必要では

ないかなとは思いますが、ただ、市内業者育

成というのは、先ほど、地方創生というお話

もありましたし、私の一つの仕事をつくると

いう部分では、企業誘致というのも一つの手

段でありますし、もう一度、橋本市の経済を

活性化させていくということも大変重要な問

題ということだと考えておりますので、一つ

はブランド推進室を立ち上げて、商工業者、

農業者の所得を上げていくということも考え

ておりますし、また、建設業者にしても、私

どもが一番怖いのが、災害が起きたときに地

元に建設業者がいない、どこから来てもらう

んよというふうな、そういう災害に対する備

えというのも大変重要であるというふうに考

えておりますので、引き続き、市内業者育成

については取り組んでいきたいと思っていま

すので、６月の入札改革のときに含めて、ま

た説明をさせていただけたらなというふうに

思っておりますので、ご了解よろしくお願い

します。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）いろいろあったんです

けど、これは、当局も私たち議会も十分反省

した中で、今後、いろんな面で改善していけ

ればいいんじゃないかと思うんですけども、

金銭的な問題はともかく、一番被害を被って

いるというのは、やはり、新しいこども園で

保育を受けようとしておった子どもたちと、

若いお父さん、お母さんたちだと思うんです。

そういう意味で行きますと、やはり、その子

どもたちのことを十分考えてあげていただき

たいなと。 

 そんな中で、新しく工事が再開されたとき

には、完成見通しといいますか、完成予定を

できるだけ早く出していただいて、いつ新し

いところで開園できるんかどうかということ

も出しながら、子どもたちのために、いつ開

園するのが一番いいんかということも十分配

慮して、中途半端な時期に開園していくとい

うのは、これは子どもたちにとって大変な問

題だと思うんです。 

 今、仕方なしに古い園舎２箇所で保育を受

けとるわけでありますけれども、それが新し

くなるといっても、やはり、当初期待してお
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ったのがあかなんだ。で、今のところでおる。

その工事の関係で、中途半端な時期に向こう

へ変わりますよと言うと、子どもたちという

のはそんな簡単なものじゃないと思うんです。

違う子どもたちも、二つの園でやっています

ので、一緒にならないかんという問題もあっ

て、いろんな問題が発生してきますので、十

分その辺を配慮した新しいこども園の開園を

していただきたいなと思うんですけども、そ

の辺だけ簡単に答弁いただけますか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）辻本議員の質問にお答

えをします。 

 まさにそのとおりだと思っています。入札

結果にもよるんですけども、今、予定どおり

行けば、12月末の完成という方向で進めてい

けると思っています。開園時期につきまして

は、指定管理者あるいは保護者の皆さんとも

十分相談をさせていただいて、４月に新しい

こども園に移っていただくということでもい

いと思っておりますし、どうしても入りたい

というような話が、保護者、あるいは指定管

理者でまとめていただければ、そういう方向

でもやっていきたいというふうに考えており

ますので、子どものことを十分考えて、開園

時期については取り組んでまいりたいと思っ

ておりますので、ご了解よろしくお願いしま

す。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 ５番 坂口君。 

○５番（坂口親宏君）先ほどから、各議員と、

それから答弁の内容を聞いておりまして、二

つ憂慮しておりますので、老婆心ながらお尋

ねをいたします。 

 ９番議員から、華美な資材の調達云々の話

が新聞記事に掲載をされてというような質問

がありましたけれども、それとは違うという

ような行政側のご答弁がございました。であ

れば、しっかりと訂正記事を求める、記事の

訂正を求めるということをされていらっしゃ

るのか。市民の皆さんから今、大変心配をさ

れているのが、なかなか情報が伝わってこな

いということがございます。各議員からも、

もう１時間近くこの問題につきまして質問を

されているわけで、市民の皆さんもなかなか

正確な情報が伝わってこないというようなこ

とがございます。 

 一方で、事実とは異なる新聞の記事が掲載

をされているということもございますので、

行政側としましては、事実と異なるものであ

れば、しっかりと記事の訂正をしていくとい

うようなことと、それと、もう一つ、今回、

こども園の開園時期というような話もありま

したけれども、市民の皆さんは大変心配をさ

れています。いつ開園をするんだろうと、原

因はどこなんだろうと、あるいは、入札はど

うなっているんだろうと、大変心配をされて

いる市民の方が多くいらっしゃいます。この

あたりは、広報としましては、しっかりと広

報していただきたい。今後、この問題につい

て広報のあり方についてもどのようにお考え

でいらっしゃるのか。 

 二つお尋ねをいたしました。記事の訂正の

部分と、それと、今後の市政の広報について

どのようにお考えになっていらっしゃるのか

と、以上二点、お尋ねをいたします。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）記事の訂正でござい

ますが、これは朝日新聞だったかというふう

に思っておりますけども、発言はあくまでも

業者側の代表の方の発言がこういう発言、今

ご指摘のとおりの発言であったと思いますの

で、相手側の発言を訂正というのはちょっと

難しいんではないかというふうに考えますが、

取材の過程でできれば、相手側がそういう発
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言をされたのなら、そういうことについてこ

ちらの意見も聞いていただければ正確な記事

になったんではないかというふうに考えます

が、再度この時点で当時の記事を復活させて、

訂正というか、こちらの意見も載せてくださ

いというのは、今後このようなことのないよ

うにという申し入れはできるかと思いますが、

現時点で再度というのはちょっと難しいのか

なというふうには考えます。 

 それから、開園時期等については、できる

だけ直接関係のある保護者にはお伝えをして

いきたいと思っておりますし、今後の入札の

状況、あるいは契約の状況を見ながら、開園

時期についても、はっきりしたことが広報で

きる時点については、しっかりと広報をさせ

ていただきたいと思いますが、若干、その辺

の不測の事態等も考えられますので、比較的、

市の広報というのは慎重な形での広報をやっ

ておりますので、そこらもちょっと見定めな

がら、しかし、情報提供ができるような形で、

今後考えさせていただきたいというふうに思

います。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）どうしても完成時期が

気になっておったので、関連して、端的に、

入札がまず終わらないと完成できませんから、

入札がいつなのか。あとは、先ほどありまし

たように、指名競争入札とおっしゃっていま

したので、これまた市内業者なのか、それ以

外も含めるのか、その辺いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）入札につきまして

は、この18日に入札を行います。それから、

指名競争入札の業者につきましては、詳細は

控えさせていただきますけども、市内、市

外、20社程度を指名しております。いずれも

実績のある事業者のみとしております。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）こども園とは違うんで

すけど、国費事業の英語の68万7,000円の分な

んですけれども、これを見たら、講師謝金が16

万8,000円となっとるんですけれども、これは、

何回、何人の講師が来て、どんな形で、英語

の先生方もたくさんいらっしゃいます。１回

でできるもの、１回でやったら意味ないと思

うんですけれども、これはどのような形で今

後進めていくのか、まずそこを教えていただ

きたいです。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）平成27年度におき

ます外部専門機関と連携した英語指導力向上

事業ということで、今おただしの講師謝金に

つきましては、外部機関、いわゆる大学等を

想定しておりますけれども、大学から大学の

講師、先生なりを呼ばせていただいての研修

会ということになります。全体で９回の講演

をお願いする予定でございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。来年度以降、今年９回、英語というこ

とでやっていくんですけれども、これをいか

につなげていくかというのが一番大事になっ

てくるかと思います。この事業自体が単年度

か複数年かちょっとわからないんですけれど

も、今後、例えば市単でもやっていくぐらい

の気持ちがあるのかどうか、そのあたりにつ

いてお伺いいたします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）今年度、初めて取

り組む事業でございまして、まず、今年度、

どういう形といいますか、実績を重ねてまい

りたいというふうに思っております。その上

で、次年度に向けた検討も重ねてまいりたい

というふうに考えております。 
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○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第２号 専決処分事項の承

認について（平成27年度橋本市一般会計補正

予算（第１号）） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

 この際、11時まで休憩いたします。 

（午前10時43分 休憩） 

                     

（午前11時00分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 次に、承認第３号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）地方税法等の一部を改

正する法律が４月１日から施行されることに

伴うということなんですけれども、改正のポ

イントの説明をお願いします。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）改正点が多いため

に、要約で説明をさせていただきますが、少

しお時間をいただきたいと思います。 

 平成27年度地方税制改正に伴う改正でして、

まず、18ページの改正後の第２条では、番号

制度が施行されることに伴う改正です。 

 次に、第８条は、地方税法で条例委任事項

とされた徴収猶予、分割納付または納付方法

について定めたものです。 

 19ページの第９条では、同じく地方税法で

条例委任事項とされた徴収猶予を申請する場

合の申請手続きや添付書類等について定めた

ものです。 

 次に、22ページ、第10条は、徴収猶予の取

消し事由となる、徴収金以外に新たに市の債

権に係る債務が不履行となった場合の当該債

権を定めるものです。 

 第11条は、職権による換価の猶予について

提供を求めることができる書類等について定

めるものです。 

 23ページの第12条は、申請による換価の猶

予手続き、納付方法等について定めるもので

す。 

 24ページの第13条は、徴収猶予に係る担保

を不要とする金額、期間等を定めるものでご

ざいます。 

 第23条は、外国法人の規定の適用について、

法人税法の改正により、地方税法に振りかえ

られたことによる改正です。 

 次に、25ページの第31条は、法人市民税均

等割の税率適用区分である資本金等の額に係

る改正です。 

 次に、26ページの第33条は、所得税の外国

転出時課税の創設に伴い、個人住民税の課税

標準の計算で、当該譲渡所得は所得税の計算

によらないこととしたものです。 
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 27ページの第48条及び第50条は、法人税法

の改正に伴うものです。 

 28ページから33ページは、主に番号制度が

施行されることに伴う改正です。 

 34ページの附則第７条は、個人住民税のロ

ーン減税の拡充で、２年延長に伴うものであ

ります。 

 附則第９条から35ページの附則第９条の２

まで、ふるさと納税のワンストップ特例に伴

う改正です。 

 以下は、主に、番号制度が施行されること

による改正です。 

 38ページの附則第11条から40ページは、主

に、土地の負担調整措置の３年延長に伴う改

正です。 

 41ページの附則第15条は、特別土地保有税

の３年延長に伴う改正です。 

 附則第16条は、地方税法の規定の新設に合

わせて新設するもので、一定の環境性能を有

する４輪車について、その燃費性能に応じた

グリーン化特例を規定するもので、75％減

税、50％減税、25％減税を規定したものです。 

 43ページは、番号制度の改正に伴う改正で

す。 

 44ページから47ページまでは、平成26年６

月27日施行の橋本市税条例の一部を改正する

条例の一部改正となっています。平成26年６

月27日施行の橋本市税条例の一部を改正する

条例では、平成27年４月１日に施行となって

いる２輪車の税率引き上げが１年延期となっ

たため、平成27年３月31日に改正したもので

ございます。 

 次、47ページからの附則は、施行日、徴収

猶予等の経過措置で、50ページの第６条から

は、市たばこ税に関する経過措置で、旧３級

品、エコーとかわかばなどでございますけど

も、このたばこに係る特例税率を段階的に廃

止するもので、第６条第２項の第１号から第

３号で段階的に廃止をしていくものでござい

ます。この改正につきましては、国の準則に

基づき改正をしたものでございます。 

 以上が、市税条例等の一部を改正する条例

の概要でございます。 

○議長（中本正人君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）今回の改正で、市税全

体に及ぼす影響といいますか、市民への影響

とかそういうのはどういうものでしょうか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）市民への影響でご

ざいますけども、まず、具体的な影響を申し

上げますと、例えば、たばこの税について資

料がございますので申し上げますと、旧３級

品の製造たばこに係る市のたばこ税の収入の

試算をさせてもらっております。現行の旧３

級品のたばこ税の税率なんですけども、1,000

本当たり2,495円、それがこの経過措置により

まして、平成31年４月１日では、5,262円まで

税額が上昇することとなります。市の収入と

いたしましては、今現在は1,000万円程度の旧

３級品では、たばこ税の収入があるんですけ

ど も 、 廃 止 さ れ た 段 階 の 平 成 31年 度 で

は、2,211万5,000円程度の増収になると。こ

れについては市民の負担というふうな形にな

ると思いますけども、あと、エコカー減税等

におきましては、市民の税の負担は減るとい

うふうになります。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第３号 専決処分事項の承

認について（橋本市税条例等の一部を改正す

る条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

 次に、承認第４号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第４号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第４号 専決処分事項の承

認について（橋本市都市計画税条例の一部を

改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

 次に、承認第５号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）国民健康保険税の限度

額が１万円ずつ上がるという改正になってい

ると思うんですけれども、この影響といいま

すか、どのぐらいの世帯が増額になるという

ふうに見込まれていますでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今回、課税限

度額が基礎課税分１万円、後期支援分で１万

円、それと介護分で２万円上がるということ

でございます。影響分といたしましては、27

年度まだ課税しておりません。26年度の実績

から推計いたしますと、限度額超過世帯が基

礎課税額で133世帯、後期高齢者支援金等課税

額の限度額超過世帯が125世帯、介護納付金課

税額の限度額超過世帯が63世帯でございます。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第５号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの
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で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第５号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件を承認することに決しました。 

 次に、承認第６号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第６号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第６号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保険条例の一部

を改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

 次に、承認第７号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第７号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、承認第７号 専決処分事項の承

認について（橋本市半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の特別措置に関する条例の

一部を改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

 次に、選第１号について質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により石

橋君の退席をお願いします。 

〔２番（石橋英和君）退場〕 

○議長（中本正人君）質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第１号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 
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 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、選第１号 橋本市監査委員の選

任について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

〔２番（石橋英和君）入場〕 

                     

 日程第10 橋本伊都衛生施設組合議会議員

の選挙 

○議長（中本正人君）日程第10 橋本伊都衛

生施設組合議会議員の選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により

本市議会議員の中から４人の議員を選挙する

ものであります。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決し

ました。 

 橋本伊都衛生施設組合議会議員に小林弘君、

田中博晃君、土井裕美子君、中本正人の４人

を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長において指

名いたしました４人を、橋本伊都衛生施設組

合議会議員の当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました小林弘君、

田中博晃君、土井裕美子君、中本正人が橋本

伊都衛生施設組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、橋本伊都衛生施設組合議会議員に

当選されました小林弘君、田中博晃君、土井

裕美子君、中本正人に本席から会議規則第32

条第２項の規定による告知をいたします。 

                     

 日程第11 橋本周辺広域市町村圏組合議会

議員の選挙 

○議長（中本正人君）日程第11 橋本周辺広

域市町村圏組合議会議員の選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から４人の議員を選挙する

ものであります。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 



 

－28－ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決し

ました。 

 橋本周辺広域市町村圏組合議会議員に田中

博晃君、堀内和久君、井上勝彦君、中本正人

の４人を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長において指

名いたしました４人を、橋本周辺広域市町村

圏組合議会議員の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました田中博晃

君、堀内和久君、井上勝彦君、中本正人が橋

本周辺広域市町村圏組合議会議員に当選され

ました。 

 ただ今、橋本周辺広域市町村圏組合議会議

員に当選されました田中博晃君、堀内和久君、

井上勝彦君、中本正人に本席から会議規則

第32条第２項の規定による告知をいたします。 

                     

 日程第12 伊都郡町村及び橋本市老人福祉

施設事務組合議会議員の選挙 

○議長（中本正人君）日程第12 伊都郡町村

及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の

選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から議員１人を選挙するも

のであります。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決し

ました。 

 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組

合議会議員に堀内和久君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長において指

名いたしました堀内和久君を、伊都郡町村及

び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました堀内和久

君が伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務

組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施

設事務組合議会議員に当選されました堀内和

久君に本席から会議規則第32条第２項の規定

による告知をいたします。 

                     

 日程第13 伊都郡町村及び橋本市児童福祉

施設事務組合議会議員の選挙 

○議長（中本正人君）日程第13 伊都郡町村

及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の

選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から議員１人を選挙するも

のであります。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 
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 よって、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決し

ました。 

 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組

合議会議員に今城敏仁君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長において指

名いたしました今城敏仁君を、伊都郡町村及

び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました今城敏仁

君が伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務

組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施

設事務組合議会議員に当選されました今城敏

仁君に本席から会議規則第32条第２項の規定

による告知をいたします。 

                     

 日程第14 和歌山県後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙 

○議長（中本正人君）日程第14 和歌山県後

期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 を行

います。 

 この選挙は、広域連合規約第８条の規定に

より、本市議会議員の中から１人の議員を選

挙するものであります。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によること

に決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決し

ました。 

 和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員

に堀内和久君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長において指

名いたしました堀内和久君を、和歌山県後期

高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました堀内和久

君が和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議

員に当選されました。 

 ただ今、和歌山県後期高齢者医療広域連合

議会議員に当選されました堀内和久君に本席

から会議規則第32条第２項の規定による告知

をいたします。 

                     

○議長（中本正人君）この際、報告いたしま

す。 

 総務委員長、経済建設委員長、文教厚生委

員長及び議会運営委員長から、委員会におい

て審査及び調査中の事件につき、会議規則

第111条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査及び

調査をいたしたい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長申し出のとおり

閉会中の継続審査及び調査を付することにご
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異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長申し出のとおり、それぞれ

閉会中の継続審査及び調査することに決しま

した。 

                     

○議長（中本正人君）以上で、本日の日程は

終わりました。 

 これにて、本議会に付議された案件の審議

は全部終了いたしました。 

                     

○議長（中本正人君）閉会にあたり、市長か

ら発言の申し出がありますので、市長の発言

を許します。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）閉会にあたりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 昨日から市議会臨時会を開催させていただ

きまして、専決処分事項の承認案件及び監査

委員の選任案件について、それぞれご同意を

いただきました。誠にありがとうございまし

た。 

 今臨時会におきまして、新しい議長、副議

長がそれぞれ選任されました。また、各委員

会の構成も決まりまして、これから新たな市

議会の体制がスタートするわけでございます

が、市民の負託に応えるため、お力添えをい

ただきますよう、お願いを申し上げます。 

 前議長の石橋英和議員には２年間献身的に

お務めいただきまして、ありがとうございま

した。 

 さて、本市が抱える課題はたくさんござい

ます。人口が減少し、少子高齢化が一段と進

む中、地域経済が縮小し、子育て環境や教育

環境の整備、福祉の向上、雇用の確保等、産

業の振興、道路などの生活基盤の整備など、

課題は山積をしています。私は、これらの難

題に果敢に取り組んでいく決意でございます

ので、今後とも議員各位の絶大なるご指導、

ご鞭撻をお願い申し上げまして、閉会のごあ

いさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中本正人君）これにて、平成27年５

月橋本市議会臨時会を閉会いたします。ご苦

労さまでした。 

（午前11時30分 閉会） 

                                          


